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郵
政
Ｇ
の
非
正
規
社
員
は
、
１

９
万
６
１
７
１
人
で
す
。
日
本
郵

便
（
株
）
で
は
１
８
万
２
５
０
０

人
（
４
６
％
）
が
働
い
て
い
ま
す
。 

期
間
雇
用
社
員
に
は
、
正
社
員

に
支
払
わ
れ
て
い
る
年
末
年
始
の

勤
務
手
当
や
夏
季
休
暇
や
冬
季
休

暇
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
多

く
の
格
差
が
み
ら
れ
ま
す
。 

 

労
働
契
約
法
が
施
行
さ
れ
て
一

年
が
経
過
し
ま
し
た
が
格
差
は
是

正
さ
れ
ま
せ
ん
。
東
京
地
本
は
、

今
春
闘
で
、
ロ
ッ
カ
ー
の
大
き
さ

の
違
い
や
制
服
の
有
無
・
貸
与
枚

数
・
種
類
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
貸

与
な
ど
東
京
支
社
の
権
限
で
実
行

で
き
る
も
の
を
想
定
し
て
格
差
の

改
善
を
求
め
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
格
差
に
つ
い
て
、
東

京
支
社
は
、
交
渉
で 

「
法
の
精
神
は
理
解 

し
遵
守
す
る
が
、
す 

ぐ
に
で
き
る
も
の
で 

は
な
い
」
「
（
会
社
は
、
期
間
雇
用

社
員
に
）
求
め
て
い
る
も
の
が
違

う
か
ら
正
社
員
を
優
先
」「
出
来
る

範
囲
で
や
る
の
で
、
し
か
た
が
な

い
場
合
も
あ
る
」
と
労
働
契
約
法

２
０
条
（
有
期
雇
用
を
も
っ
て
不

合
理
な
労
働
条
件
の
相
違
禁
止
）

の
理
解
、
認
識
が
ま
っ
た
く
不
十

分
で
す
。 

  

職
場
か
ら
労
働
契
約
法
２
０
条

に
照
ら
し
て
差
別
的
取
り
扱
い
が

さ
れ
て
い
な
い
か
点
検
し
、
問
題

が
あ
れ
ば
会
社
に
是
正
を
求
め
る

よ
う
ご
一
緒
に
行
動
し
ま
し
ょ

う
。（
ご
相
談
は
下
記
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
） 

  

労働相談・組合加入は・・・電話０３－３５３５－５４４７   piwutokyo@yahoo.co.jp 

 

2014 年６月５日 

 

５
月
８
日
、
期
間
雇
用
社
員
で
働
く
組
合
員
３
名
が
、
正
規
社

員
と
同
じ
仕
事
を
し
な
が
ら
、
各
種
手
当
が
正
規
社
員
に
支
払
わ

れ
て
も
期
間
雇
用
社
員
に
支
払
わ
れ
な
い
の
は
、
正
規
社
員
と
の

差
別
を
禁
じ
て
い
る
「
労
働
契
約
法
２
０
条
」
に
違
反
す
る
と
し

て
、
日
本
郵
便
に
約
７
４
０
万
円
の
支
払
い
と
格
差
是
正
を
求
め

る
訴
訟
を
東
京
地
裁
に
起
こ
し
ま
し
た
。 

 

（期間の定めがあることによる不合

理な労働条件の禁止） 第二十条  

有期労働契約を締結している労働者

の労働契約の内容である労働条件が、

期間の定めがあることにより同一の使用

者と期間の定めのない労働契約を締結し

ている労働者の労働契約の内容である

労働条件と相違する場合においては、当

該労働条件の相違は、労働者の業務の

内容及び当該業務に伴う責任の程度（以

下この条において「職務の内容」とい

う。）、当該職務の内容及び配置の変更

の範囲その他の事情を考慮して、不合理

と認められるものであってはならない。 


